
タクシー事業の適正化・活性化に関する決議

平成２６年１月タクシー業界が待望していた「タクシー適正化・活性

化特別措置法等の一部を改正する法律」が施行された。

本法の根幹である特定地域については、現在２２の特定地域が指定

され、各地域協議会において、関係者間の熱心な討議により特定地域

計画の策定・事業者計画の策定が行われ、適宜適正化・活性化の取り

組みが進行中であるが、今後、取り組みをさらに加速する。

また、準特定地域については、本年１０月１日に平成３０年度輸送

実績等を踏まえた見直しが行われ現在１０８地域が指定されている。

今後とも準特定地域においては、関係者一丸となってタクシー事業の

更なる適正化・活性化に取り組む。

また、改正タクシー特措法の円滑な運用に向けた課題を解決するため、

引き続き、関係機関等に対する要望活動を実施する。

さらに、平成２７年１０月から施行された改正タクシー業務適正化

特別措置法に基づき全国に拡大された運転者登録業務について、その

動向をフォローアップし、改善すべき事項について国土交通省に対し

要望していくとともに、旅客自動車運送適正化事業実施機関制度に基づ

く適正化事業への取り組みを進める。

また、平成 年 月 日の全タク連正副会長会議で決定した１１28 10 12
項目から成る「タクシー業界において今後新たに取り組む事項につい

て」及び本年６月５日の全タク連正副会長会議で決定した追加９項目と

合わせた計２０項目のタクシー事業進化策について、地域の実情を踏ま

えつつ鋭意その具体化を図る。

右 決議する。
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